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令和元年６月現在 

【協議会設立地区（設立年度）】 
河内地区（S６２） 
豊郷地区（H７） 
国本地区（H８） 
富屋地区（H８） 
城山地区（H１３） 
西原地区（H１５） 
姿川地区（H２４） 

宇都宮市食生活改善推進員協議会 

地区会員（協議会設立地区） 個人会員 

・ 協議会が設立していない地区

の会員 
・ 全市的なイベントへの参加・協

力や、最寄りの協議会の活動

に参加することが可能 

栃木県食生活改善推進員協議会

（一財）日本食生活協会 

全国食生活改善推進員協議会 

厚生労働省 
健康局 

【事務局】 

栃木県健康増進課 

全国食生活改善推進員協議会の事務局 （一財）日本食生活協会の所管庁 

【事務局】 

宇都宮市保健所健康増進課 


